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平成 28年 10月 7日 

各位  

会社名：株式会社省電舎 

代表者名：代表取締役社長 鵜澤利雄 

(コード番号：1711 東証二部) 

 問い合わせ先：取締役管理部長  福本裕士 

(Tel:03-6821-0004) 

 

（訂正）「第三者割当により発行される第６回新株予約権の募集に関するお知らせ」 

の一部訂正について 

 

平成 28年 10月 6日に公表いたしました「第三者割当により発行される第６回新株予約権の募

集に関するお知らせ」の内容の一部に誤りがありましたので訂正させて頂きます。なお、訂正箇

所には下線を付しております。 

 

１．訂正の内容 

10.発行要領 

（訂正前） 

 （前略） 

３．申込期日及び割当日      平成 28 年 10月 14 日  

４．払込期日              平成 28 年 10月 14日  

 （中略） 

９．本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法  

(1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行

使価額に割当株式数を乗じ た額とする。 

(2) 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する場合における株式

１株当たりの出資される財 産の価額（以下、「行使価額」という。）は、445円

とする。ただし、但し、行使価額は第 10 項の規 定に従って調整されるものと

する。 

（後略） 

 

（訂正後） 

 （前略） 

３．申込期日及び割当日      平成 28 年 10月 24日  

４．払込期日              平成 28 年 10月 24日  

 （中略） 
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９．本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法  

(1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行

使価額に割当株式数を乗じ た額とする。 

(2) 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する場合における株式

１株当たりの出資される財 産の価額（以下、「行使価額」という。）は、496円

とする。但し、行使価額は第 10 項の規 定に従って調整されるものとする。 

（後略） 

 

２．訂正の理由 

記載内容の一部に誤りがありましたので、訂正を行うものであります。 

 

以上 


